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任
者
研
修
に
関
す
る
質
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対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
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一
か
ら
四
ま
で
に
つ
い
て 

 
 

税
務
大
学
校
和
光
校
舎
に
お
い
て
予
定
さ
れ
て
い
た
令
和
二
年
度
の
専
門
官
基
礎
研
修
に
つ
い
て
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡
大
の
状
況
等
を
踏
ま
え
、
当
分
の
間
、
自
宅
等
に
お
い
て
オ
ン
ラ
イ
ン
等
の
方
法
に
よ
り
実
施
す
る

こ
と
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 
 

ま
た
、
御
指
摘
の
「
和
光
市
長
か
ら
新
任
者
基
礎
研
修
の
中
止
の
要
請
が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
」
こ
と
に
つ
い
て
は
、

令
和
二
年
四
月
二
日
に
和
光
市
長
か
ら
、
税
務
大
学
校
副
校
長
に
対
し
、
専
門
官
基
礎
研
修
の
実
施
に
つ
い
て
見
直
す
べ
き

で
は
な
い
か
と
の
意
見
が
出
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 


